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3210010 塩屋 ｼｵﾔ 1 神戸市 神戸市 神　戸　市 ○ S27.12.29 H21.5.29

3210020 舞子 ﾏｲｺ 1 神戸市 神戸市 神　戸　市 ◎ S27.12.29

3210030 松江 ﾏﾂｴ 1 明石市 明石市 林　　　崎 ◎ S27.12.29

3210040 藤江 ﾌｼﾞｴ 1 明石市 明石市 林　　　崎 ◎ S27.12.29

3210050 魚住 ｳｵｽﾞﾐ 1 明石市 明石市 江井ヶ島 ◎ S27.5.28 H17.3.22

3210060 古宮 ｺﾐﾔ 1 加古郡播磨町 播磨町 播　磨　町 ○ ○ S27.12.29

3210070 阿閇 ｱｴ 1 加古郡播磨町 播磨町 播　磨　町 ○ ○ S27.5.28

3210080 岩見 ｲﾜﾐ 1 たつの市 たつの市 岩　　　見 ◎ S26.8.21 H17.10.1

3210090 坂越 ｻｺｼ 1 赤穂市 赤穂市 赤  穂  市 ○ S28.12.28

3210100 福浦 ﾌｸｳﾗ 1 赤穂市 赤穂市 赤  穂  市 ○ S27.10.21 S44.9.6

3210110 田結 ﾀｲ 1 豊岡市 豊岡市 但　　　馬 ○ ○ S28.5.28 H16.10.20

3210120 田久日 ﾀｸｲ 1 豊岡市 豊岡市 但　　　馬 S27.5.28 H17.4.1

3210130 宇日 ｳｲ 1 豊岡市 豊岡市 但　　　馬 S27.12.29 H17.4.1

3210140 切浜 ｷﾘﾊﾏ 1 豊岡市 豊岡市 但　　　馬 ◎ S27.5.28 H17.4.1

3210150 須井 ｽｲ 1 豊岡市 豊岡市 但　　　馬 ◎ S27.12.29 H17.4.1

3210160 相谷 ｱｲﾀﾆ 1 美方郡香美町 香美町 但　　　馬 S27.5.28 H17.4.1

3210170 鎧 ﾖﾛｲ 1 美方郡香美町 香美町 但　　　馬 ○ S26.8.21 H17.4.1

3210180 余部 ｱﾏﾙﾍﾞ 1 美方郡香美町 香美町 但　　　馬 ○ S29.10.30 H17.4.1

3210190 御崎 ﾐｻｷ 1 美方郡香美町 香美町 但　　　馬 S29.10.30 H17.4.1

3210200 三尾 ﾐｵ 1 美方郡新温泉町 新温泉町 浜　　　坂 S31.7.6 H17.10.1

3210210 釜屋 ｶﾏﾔ 1 美方郡新温泉町 新温泉町 浜　　　坂 S27.12.29 H17.10.1

3210215 居組 ｲｸﾞﾐ 1 美方郡新温泉町 兵庫県 浜　　　坂 ○ S26.8.21 H17.10.1

3210220 炬口 ﾀｹﾉｸﾁ 1 洲本市 洲本市 洲本炬口 ○ ○ S26.8.21 H18.2.11

3210230 生穂 ｲｸﾎ 1 淡路市 兵庫県 津　　　名 ○ ○ S26.8.21 H21.11.30

3210240 釜口 ｶﾏｸﾞﾁ 1 淡路市 淡路市 仮      屋 ○ S27.5.28 H17.4.1

3210250 岩屋 ｲﾜﾔ 1 淡路市 淡路市 淡路島岩屋 ○ S28.5.28 H17.4.1

3210260 野島 ﾉｼﾞﾏ 1 淡路市 淡路市 富　　　島 ◎ S27.5.28 H17.4.1

3210280 桃川 ﾓﾓｶﾜ 1 淡路市 淡路市 一　宮　町 ○ S31.7.6 H17.4.1

3210310 船瀬 ﾌﾅｾ 1 洲本市 洲本市 五　色　町 ○ S27.12.29 H18.2.11

3210320 鳥飼 ﾄﾘｶｲ 1 洲本市 洲本市 五　色　町 ○ S27.5.28 H18.2.11

3210330 阿那賀 ｱﾅｶﾞ 1 南あわじ市 南あわじ市 南あわじ ◎ S27.5.28

3210340 伊毘 ｲﾋﾞ 1 南あわじ市 南あわじ市 南あわじ ◎ S27.5.28 H17.1.11

3210350 仁頃 ﾆｺﾞﾛ 1 南あわじ市 南あわじ市 南　　　淡 ◎ S27.12.29 H17.1.11

3210360 地野 ﾁﾉ 1 南あわじ市 南あわじ市 南　　　淡 ◎ S27.12.29 H17.1.11

3210410 吉野 ﾖｼﾉ 1 南あわじ市 南あわじ市 南　　　淡 ◎ S27.12.29 H17.1.11

3210420 黒岩 ｸﾛｲﾜ 1 南あわじ市 南あわじ市 南　　　淡 ◎ S27.12.29 H17.1.11

3220020 林崎 ﾊﾔｼｻﾞｷ 2 明石市 明石市 林　　　崎 ◎ S26.8.21 S41.1.13

3220025 妻鹿 ﾒｶﾞ 2 姫路市 兵庫県 姫　路　市 ◎ ○ S27.5.28 H18.3.27

3220030 室津 ﾑﾛﾂ 2 たつの市 兵庫県 室　　　津 ◎ S29.7.12 H17.10.1

3220040 家島 ｲｴｼﾏ 2 姫路市（家島） 兵庫県 家　　　島 ○ S27.7.29 H18.3.27 離島

3220050 坊勢 ﾎﾞｳｾﾞ 2 姫路市（坊勢島） 姫路市 坊　　　勢 ○ S27.5.28 H18.3.27 離島

3220070 諸寄 ﾓﾛﾖｾ 2 美方郡新温泉町 兵庫県 浜　　　坂 ◎ S27.12.29 H17.10.1

3220090 仮屋 ｶﾘﾔ 2 淡路市 兵庫県
仮 　    屋

森
○ S26.8.21 H17.4.1

3220100 富島 ﾄｼﾏ 2 淡路市 兵庫県 富　　　島 ◎ ○ S27.5.28 H17.4.1

3220105 浅野 ｱｻﾉ 2 淡路市 淡路市 浅　野　浦 ○ S27.5.28 H17.4.1

3220110 育波 ｲｸﾊ 2 淡路市 兵庫県 育　波　浦 ◎ S26.8.21 H17.4.1

3220120 尾崎 ｵｻｷ 2 淡路市 兵庫県 一　宮　町 ○ S27.10.6 H17.4.1

3220130 丸山 ﾏﾙﾔﾏ 2 南あわじ市 兵庫県 南あわじ ◎ S26.8.21 H17.1.11

3220135 灘 ﾅﾀﾞ 2 南あわじ市 南あわじ市 南　　　淡 ○ S26.8.21 H17.1.11

3220140 沼島 ﾇｼﾏ 2 南あわじ市(沼島) 兵庫県 沼　　　島 ○ S28.5.28 H17.1.11 離島

3230015 垂水 ﾀﾙﾐ 3 神戸市 神戸市 神　戸　市 ○ ○ S38.2.11 H14.4.1

3230020 香住 ｶｽﾐ 3 美方郡香美町 兵庫県 但　　　馬 ◎ ○ S26.8.21 H17.4.1

3230030 浜坂 ﾊﾏｻｶ 3 美方郡新温泉町 兵庫県 浜　　　坂 ◎ ○ S26.8.21 H17.10.1

（注）
１．分区欄は、分区の指定がある漁港について本港を含めた当該漁港全体の分区数を表す。
２．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。
３．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。
４．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。
５．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。
６．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施
地域、「奄美」は奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。
７．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年法
律第33号）に基づく有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。
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